
佐久市・臼田町・浅科村・望月町合併協議会
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1 28-7 010701010101 議会 文書の受付 5 ４市町村が同様に実施しているため問題
なし。 合併時、現行どおりとする。

2 28-7 010701010102 議会 人事事務 6 ４市町村が同様に実施しているため問題
なし。 合併時、現行どおりとする。

3 28-7 010701010103 議会 議会報の発行 7 ４市町村が実施しているが、委員数、費用
弁償の方法に差異がある。

合併時、新市において編集委員を組織し年４回発
行する。

・全戸配布
・委員の費用弁償については議員の協議により決定する。

4 28-7 010701010104 議会 行政視察者の対応 8 ４市町村が同様に実施しているため問題
なし。 合併時、現行どおりとする。

5 28-7 010701010105 議会 請願・陳情の処理 9
４市町村が同様に実施しているが、受付期
限と郵送による請願陳情の取り扱いに差
異がある。

合併時、新市において統一して実施する。

・定例会初日の午後５時までに受理したものを審議する。
・期限後に受理したもので議会運営委員会又は議長が緊急を要
すると認めたものは審議を行う。
・郵送による請願・陳情の受付は行わない。

6 28-7 010701010106 議会 要望・要請の処理 10

４市町村が同様に実施しているが、佐久
市・臼田町は所管の常任委員会に送付
し、その審査結果を求めない。浅科村・望
月町は送付しその審査結果を求めてい
る。

合併時、新市において統一して実施する。 ・要望・要請は所管の常任委員会に送付し、その審査結果は求
めない。

7 28-7 010701010107 議会 議会招集通知 11 ４市町村が同様に実施しているため問題
なし。 合併時、現行どおりとする。

8 28-7 010701010108 議会 説明員の出席要求 12

４市町村が同様に実施しているが、各市町
村議会の本会議、常任委員会、特別委員
会における、説明員の出席範囲に差異が
ある。

出席範囲は新市の機構により議会において本会
議、常任委員会、特別委員会への説明員の出席
範囲について決定する。

・本会議への文書による出席要求は通常、市長、教育委員長、
選挙管理委員長、農業委員会長、監査委員。ただし、市長以外
は開会日、閉会日の他は出席を要する日のみ。
・委員会への説明員の出席は通常、教育長、病院長、部長等、
課長等、係長。

9 28-7 010701010109 議会 次第書の作成 13 ４市町村が同様に実施しているため問題
なし。 合併時、現行どおりとする。
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10 28-7 010701010110 議会 本会議 14
４市町村が同様に実施しているが、本会議
の運営方法、内容等が異なる。また、臼田
町は一部夜間に開会している。

合併時、新市において統一して実施する。

・定例会での本会議は通常、開会（議案説明）、一般質問（通常
２日間）、議案質疑、閉会の５日間。
会派制をとる場合は当初予算審議議会で別に代表質問をおこ
なう。その日程は議会運営委員会で決定する。

11 28-7 010701010111 議会 会期中の委員会 15 ４市町村が同様に実施しているが、常任委
員会の開催方法に差異がある。 合併時、新市において統一して実施する。

・常任委員会は本会議(議案質疑、委員会付託）後、１～２日の
日程で開会する。
・常任委員会は原則として全委員会同時に開会する。

12 28-7 010701010112 議会 閉会中の委員会 16
４市町村が同様に実施しているが、各委員
会の行政視察の方法について差異があ
る。

合併時、新市において統一して実施する。

・「閉会中の継続審査」の告知方法については本会議において
告知する。
・行政視察の方法については新市の議員の協議により決定す
る。

13 28-7 010701010113 議会 議会運営委員会 17 ４市町村が設置しているが、定数、運営方
法に差異がある。

定例会の招集日の7日前に開き会期及び日程等
について審議する。その他必要事項は新市の議
会において決定する。

14 28-7 010701010114 議会 全員協議会 18 ４市町村が同様に実施しているため問題
なし。

合併時、新市において設置し、議長の招集により
開催する。その他必要事項は新市の議会におい
て決定する。

・定例的な開催の可否については議員の協議により決定する。

15 28-7 010701010115 議会 会派代表者会議 19 佐久市のみ会派制により会派代表者会議
を設置している。

合併時、新市の議会において議会の会派制の可
否、運営方法等について決定する。

・議会の会派制の可否について議員の協議により決定する。
・会派制を取る場合に、会派代表者会議の設置の可否について
議員の協議により決定する。

16 28-7 010701010116 議会 公聴会 20 ４市町村が同様に実施しているため問題
なし。 合併時、現行どおりとする。

17 28-7 010701010117 議会 会議録調製 21

４市町村が実施しているが、会議録（本会
議）及び記録（委員会等）調製方法、製本
部数が異なる。また、佐久市のみ会議録
検索システムが稼動している。

合併時、新市において統一して実施する。
会議録検索システムの稼働については佐久市の
例による。

・本会議記録は内容を録音し、反訳、製本並びに会議録検索シ
ステムデータ作成を業者委託。
・委員会記録は内容を録音し、要点または全文記録で作成。
・その他の会議記録も要点または全文記録で作成。

18 28-7 010701010118 議会 傍聴の受付 22

本会議、委員会の傍聴については４市町
村が同様に実施している。
全員協議会の傍聴については臼田町の
み実施している。

合併時、本会議、委員会の傍聴は現行のとおりと
する。
全員協議会の傍聴については新市の議員の協議
による。

・本会議、常任委員会、特別委員会の傍聴
傍聴人受付簿に氏名､住所､年齢を記してもらい、傍聴券を交付
し傍聴願う。退席する場合は傍聴券を事務局に返却願う。

19 28-7 010701010119 議会 議会要覧・先例集編集 23 佐久市が単独で実施している。 合併後、佐久市の例により編集する。 ・新市の議会運営に基づき要覧・先例の編集
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20 28-7 010701010120 議会 常任委員会 24

4市町村が設置しているが、定数、設置方
法に差異がある。

（現在の状況）
・佐久市　３委員会（総務文教委員会、８
人、経済建設委員会、８人、社会委員会、
８人）
・臼田町　３委員会（総務文教委員会、６
人、経済建設委員会、６人、社会福祉委
員会、６人）
・浅科村　３委員会（総務文教委員会、５
人、福祉環境委員会、５人、産業建設委
員会、５人）
・望月町　３委員会（総務委員会、６人、経
済建設委員会、６人、社会文教委員会、６
人）

新市の議会において、常任委員会の設置、定数
及び所管事項、運営方法等について決定する。

21 28-7 010701010121 議会 特別委員会 25

4市町村が設置しているが、定数、設置方
法に差異がある。

（現在の状況）
・佐久市　３委員会（合併問題特別委員
会、８人、総合文化会館建設特別委員
会、８人、高速交通網特別委員会、８人）
・臼田町　３委員会（佐久総合病院再構築
問題特別委員会、７人、市町村合併問題
研究特別委員会、８人、中部横断自動車
道特別委員会、７人）
・浅科村　2委員会（合併研究特別委員
会、１５人、議会報調査編集特別委員会、
７人）
・望月町　１委員会（合併問題調査特別委
員会、１７人）

新市の議会において、特別委員会の設置、定数
及び所管事項、運営方法等について決定する。

22 17 030701010101 議会 全国市議会議長会負担金 26 佐久市が単独で負担している。 合併時、新市において加入し負担する。

23 17 030701010102 議会 北信越市議会議長会負担
金 27 佐久市が単独で負担している。 合併時、新市において加入し負担する。

24 17 030701010103 議会 長野県市議会議長会負担
金 28 佐久市が単独で負担している。 合併時、新市において加入し負担する。

25 17 030701010104 議会 議長会出席等負担金 29 各市町村議会により、参加先に差異があ
る。 合併時、新市において実情に応じて負担する。
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26 17 030701010105 議会 全国組織の協議会負担金 30 各市町村議会により、参加先に差異があ
る。 合併時、新市において加入し負担する。

27 17 030701010106 議会 研修会等負担金 31 各市町村議会により、研修会内容に差異
がある。 合併時、新市において実情に応じて負担する。

28 17 030701010107 議会 南佐久郡町村議会議長会
負担金 32 臼田町が単独で負担している。 合併により脱会となるため廃止。

29 17 030701010108 議会 全国町村議長会負担金 33 臼田町・浅科村・望月町が負担している。 合併により脱会となるため廃止。

30 17 030701010109 議会 北佐久郡議長会負担金 34 浅科村・望月町が負担している。 合併により脱会となるため廃止。

31 17 030701010110 議会 北佐久郡副議長会負担金 35 浅科村・望月町が負担している。 合併により脱会となるため廃止。

＊各市町村の現況については、添付した現況調書に記載されている。










